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多文化共生の公的機関と民間機関による取り組みの比較研究

村田 紘規
指導教授　高柳 彰夫

序章　『多文化共生の公的機関と民間機関による取り組みの比較研究について』
　本研究では、多文化共生を公的機関と民間機関に分けてみていくことを主軸に置き、公的機関と民間
機関で行われている多文化共生にはどういったものがあり、具体的な施策はどうなっているのか？とい
う点から、公的機関と民間機関における多文化共生が行われている活動を比較し、今後も日本で行われ
ていく多文化共生活動を考察していく。
　また、歴史的に多文化共生が言われてきた面も加味した上で、実際に現実として日本で行われている
多文化共生施策や多文化共生と言える活動は、過去の歴史的な研究書物で言われる多文化共生の中身と、
実際の多文化共生施策の取り組みとの比較を通じ、どういった点が違い、また現場との違いがあるのか？
という点も重点に見ていく。
　そして、これは公的機関にも民間機関にも言えることで、同じ多文化共生活動が行われている組織で
も、元々の活動目的が多文化共生活動の促進を目的として推進する組織と、活動の目的は様々だが、結
果的に多文化共生となっている組織としてもみていくことができる。
　今回の研究論文では、公的機関では足立区の多文化共生活動を主軸に見ていき、民間機関ではW
ＷOOF（World Wide Opportunities on Organic Farms）という農業をベースにした多文化共生が行わ
れている民間機関を見ていく。
　公的機関と民間機関の多文化共生活動の協業や共に行えるような施策などを将来的には模索していく
ことで、今後、より一層、日本で多文化共生施策が発展していくことが期待できる。
　実際に多文化共生活動を行っている組織が抱える課題や感じていることなどを客観的に捉え、課題を
解決するための具体的な施策を施していくことを模索し、この施策の方式として、公的機関と民間機関
が協力してできる施策やお互いの強みを活かし、弱みを補い合うような多文化共生施策が今後、日本の
多文化共生の具体的な施策を行っていくフィールドでは求められていると言える。
　序章の結論として、多文化共生活動については公的機関と民間機関を分けて考察していくことが１つ
のポイントであると言え、公的機関と民間機関が協力した上で、新しい多文化共生活動の創出ができる
可能性を本研究で模索していく。

第一章　�『多文化共生の公的機関と民間機関による取り組みの比較研究の定義、リ
サーチ・クエスチョン（RQ）、仮説、先行研究』

　第一章では、今回の研究で見ていく多文化共生の定義をまとめ上げ、先行研究と現場で行われている
多文化共生施策での定義を比較し、どういった違いや現代における多文化共生がどう定義されているの
か、また進化してきているのかを重点に見ていく。
　｢過去の研究で論じられる多文化共生という概念が、日本の地域社会で実際に多文化共生が行われて
いる場ではどういった形になっているのか？また本当に多文化共生と言える活動や施策が公的機関、民
間機関で行われているのか？｣ という点を考えていく。
　そして、実際の多文化共生施策を現場レベルから見ていく上で、多文化共生の定義として、「日本にい
る外国人と日本人が地域社会活動を通じ、自然に共存し合い、またお互いの立場を尊重した形で、相互



2

に友好な関係を築いている共生社会が成り立っていること」とする。シンプルな多文化共生の定義をベー
スに、日本での活動場所を公的機関、民間機関のケースで分けてみていくことが重要であると言える。
　これが現場レベルの多文化共生を論じる上で、また検証する上で適切な形であると考え、上記の定義
から、多文化共生という側面を検証した場合、「日本で行政の施策や民間の施策としては、具体的に多
文化共生が行われている施策や活動が、この定義の多文化共生という側面から見た上では、一体どうなっ
ているのか？」という点がポイントとなってくる。
　この上で、「どんな形で多文化共生施策や活動が外国人と日本人の共生社会として成り立っているの
か？」という点を考察し、「自然な形で活動そのものが多文化共生として成り立っているような地域活動」
という部分を取り上げ、多文化共生が行われている日本の活動を研究していく。
　また、今回の多文化共生の定義と同様に、本研究では、多文化共生をより現場的な側面を基軸に見て
いくこととする。
　第一章の結論として、多文化共生は先行研究で言われる多文化共生の定義もしっかりと加味しつつ、
現場レベルで定義される多文化共生施策の定義と照らし合わせてみていくことが重要であると言える。
先行研究では多文化共生をより民族的、文化的、世界的背景をベースに論じられているものが多い中、
現場レベルの多文化共生施策では、シンプルに外国人と日本人が共存できる社会を目指すというような
形で定義されている。多文化共生を活性化させる具体的な施策を見た場合、現場レベルの多文化共生と
しての定義を作り、｢現場での多文化共生活性化には一体何が大切なのか？｣ という点を重要視しなが
ら考えていくことがポイントと言える。

第二章　『地域の公的機関による多文化共生施策―足立区の多文化共生―』
　多文化共生における公的施設での取り組みを見ていく上で、日本全体の多文化共生施策よりも、地域
の行政施策を重点に見ていく必要があると言える。これは、多文化共生の施策は国の施策、地域の施策
が連動している訳では無く、実際は別々に行われている施策であるため、公的機関の中でも、それぞれ
別個に見ていく必要がある。
　本研究では、継続して具体的な多文化共生施策に取り組んでいる地域の公的機関を選定していく上で
足立区に注目し、本研究で定義している、｢日本にいる外国人と日本人が地域社会活動を通じ、自然に
共存し合い、またお互いの立場を尊重した形で、相互に友好な関係を築いている共生社会が成り立って
いること｣ に、足立区の多文化共生施策を行う上での具体的な施策や理念が近く、一致している部分が
多々あるため、足立区の多文化共生施策を選定し、今回の検証対象とした。
　足立区は基本理念として、

１基本理念
ちがいを豊かさに――言語や文化、習慣の異なる人々が協働・協創で築く多文化共生都市あだち」
基本理念の考え方在住外国人を同じ地域社会を構成する住民としてとらえ、外国人も日本人も共に
地域社会を支える主体であるという認識に立ち、それぞれの国籍や民族的・文化的多様性やちがい
を認め、互いに尊重し、さまざまな個人・団体・事業者と協働や協創のもと、豊かで安心して暮ら
せる多文化共生社会を構築していきます。

２「ひと」「くらし」「まち」「行財政」の４つの視点を踏まえた柱立て
（１）異なる文化・習慣を認め合い、互いに尊重し、共に活躍する「ひと」外国人との交流の主役
である区民が、異なる習慣･文化への相互理解を深めることが不可欠です。「実態調査」の結果によ
ると、在住外国人が生活上で困っていることの第一は「ことば」の問題で、「日本語の読み書きが
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不自由」だと回答しています。そこで、外国にルーツを持つ方に日本語を教える日本語ボランティ
アを育成するとともに、地域の日本語ボランティア教室の活動を支援するなど、日本語の読み書き
が十分でないひとへのコミュニケーション支援を充実していきます。

（２）就労、子育て、社会保障など、あらゆる面で機会均等な「くらし」多文化共生社会の実現に
あたっては、多様性を尊重し、外国人が国籍や民族などによる差別を受けることのない、共に支え
あう社会を構築しなくてはなりません。足立区に住む外国人が、安心して住み続けられるよう、在
住外国人向け配布物や文書などの多言語化や、わかりやすい行政文書を作成し、情報提供に努めま
す。また、通訳タブレットの使用、ＩＣＴ化の推進による多言語対応サービスを導入し、相談体制
を充実させるなど、生活支援を強化していきます。

（３）多文化共生により新たな文化・価値を生み出す「まち」多文化共生の地域づくりを推進する
ためのネットワークの構築や、案内サインの多言語化などの環境整備を通じて、地域における共生
の意識づくりに取り組んでいきます。

（４）多文化共生社会をささえる体制づくり「行財政」多文化共生施策を推進するため、これまで
以上に庁内体制を強化・充実させていきます。（足立区 2019）

を掲げており、この具体的施策を第二章では足立区が行っているアンケート調査、インタビュー調査か
ら具体的な足立区の多文化共生施策を交えて検証していく。
　全体的な面での課題として、足立区の多文化共生として必要なことは、｢公的機関のみにおける多文
化共生施策展開の限界｣ という点がある。
　これを解決していくために、
１．足立区内で活動する民間団体間での協働態勢の具体的な構築
２．行政と民間の情報共有と円滑な連携フローの作成
３．積極的なイベント施策と参加型イベントの提案
などが挙げられる。
　この章の結論として、足立区自身も他の民間団体と協働する体制が重要であると認識しているように、
行政単体のみで施策を展開していくよりも、他の民間団体と多文化共生施策を協働していくことで、よ
り大きく区内に在住している外国人と日本人を巻き込んでいけるような施策が展開できる可能性が高い
と言える。
　また、こういった民間機関との協働は、多文化共生という施策を広める広報の役割も秘められており、
民間機関と協働し、連携した施策を行っていくことで、より大きな力を発揮できるケースや、施策その
ものの影響力が良い形で強くなってくることも考えられる。
　積極的なイベント施策は他の民間団体を巻き込む有効な手段であり、行政が主導して行う積極的なイ
ベント施策に加え、民間団体が主導としたイベント施策を公的機関や他の民間機関が互いに協力し合う
関係を作ることが当たり前となるような地域社会の構築も大切となる。参加型イベントなどでは、足立
区内に住む外国人と日本人がお互いに参加していくことが当たり前の地域社会になっていくことで、習
慣や文化を相互に理解する場が自然と創出されることに繋がり、外国人も日本人も参加したいと感じる
イベント施策を行っていくことが重要である。
　足立区の公的機関による多文化共生の検証はこのような形で結びとし、今後の多文化共生施策を注視
しながら、より一層のコンテンツ内容の充実や、多文化共生をテーマにした民間機関と連携した形での
施策展開力の向上を期待していく。
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第三章　『民間機関による多文化共生―WWOOF―の活動』
　第三章では民間機関の多文化共生施策として、WWOOFという日本の農業と世界の人々が宿泊や食
事の対価として労働を提供しながら交流していく民間機関の活動から多文化共生を検証していく。
WWOOFとは、お金のやりとりのない、人と人との交流をベースとした、「食事・宿泊場所」と「力」
そして「知識・経験」を交換する、という今注目されている形の活動形態の１つであり、多文化共生が
自然と成り立っている形の活動と言える。
　ここではWWOOFを対象とした先行研究とWWOOFが行っている実際の活動と照らし合わせて多文
化共生施策がどのように成されているか、また行われているか、という点について見ていく。
　WWOOFは、視点を変えると日本人と外国人との交流手法の１つでもあり、テーマ（今回の場合は、
農業などで食事や宿泊場所を対価に、力や知識・経験を交換するというテーマ）を設けた日本人と外国
人の交流という視点、また多文化共生の側面から見ると、民間機関の多文化共生が上手くいっている事
例の１つと言える。
　近年では、こういった活動（農業を通じて外国人と日本人が交流し、労働の対価として、食事・宿泊
場所を得ていく実際の現場活動）がメディアなどでも活動を生で取り上げられており、今後、こういっ
た活動が増えていくことが予想される。
　外国人が非常に多く利用している活動として地域活動を通じた、日本人と外国人の交流という視点か
ら、こういった活動は多文化共生の活動としての一環と言い換えることができるため、今後の発展まで
が期待できる多文化共生活動が自然と行われている民間機関の非常に面白い活動の１つと言える。
　WWOOFの多文化共生における懸念点や今後の課題としては、
１． ほとんどがインターネットを通じての募集であるため、どんな外国人が来るかわからないので、セ

キュリティ面、またホスト側のリスクが内包している。
２． WWOOFer側のリスクとして、労働の厳しさが実際に体験しないとわからないため、労働が厳し

い場合は、労働放棄など何らかのトラブルに発展してしまう可能性もある。また、金銭が発生せず、
住まいや食を提供してもらうという対価のみの、ある意味でボランティア的な部分に耐えられるか、
またメリットをどの程度感じられるか？

３． ほとんどがインターネットを通じての募集であるため、どんな外国人が来るかわからないので、セ
キュリティ面、またホスト側のリスクが内包している。

などの点が挙げられる。
　これについては、WWOOFがフェイスブックを利用しているため、ある程度の相手の情報、交流関
係などがわかるので、一定のセキュリティ面は担保できているが、やはり住まいを提供するレベルで考
えた場合、何かのトラブルに発展する可能性もある。
　そういったリスクを取り除くためには、WWOOFの活動にも一定のルールを設ける必要もあるよう
に感じた。
　この章の結論として、日本を通じた「地域」と「外国人」の交流から生み出される価値や意味の中で
WWOOFの活動は正に現代において興味深い活動となり、WWOOF本来の活動目的である農業と共に、
多文化共生としての側面があることがわかる。
　民間ではこういった活動を通じ、日本社会の中で多文化共生が自然と行われているケースがあり、多
文化共生の意義と価値を作り、多文化共生をテーマとした活動の一環として、公共機関なども参考にで
きるケースがある。こういった活動事例を通じ、WWOOFという地域交流というテーマは地域の多文
化共生という側面から見ることで、様々な役割のあるテーマとなる。
　民間機関でこのような形で活動を行い、活動の結果が多文化共生に繋がっている題材は日本に多く、
特にWWOOFの活動は先進的であり、今後、農業の分野が日本の経済的にも注目されている分野、見



5

直されてきている分野であるため、１つの多文化共生が成功しており、またモデルケースとして作られ
ていると言える。
　民間機関からの多文化共生施策も、このような形で人々に必要とされる活動、また日本側が提供する
施策、外国人側が提供する施策として相互に意味のある活動である場合、広がりや注目度が集まってく
る。WWOOFはまだまだ発展していく可能性を秘めており、農業を軸に外国人と日本人が繋がり、お
互いの分化や習慣が学び合える、自然な活動を通じた多文化共生は画期的であり、行政も見習うべきポ
イントの１つである。
　このような多文化共生施策を行政も取り入れていくことにより、具体的な施策になることが想定され、
また行政側と民間側の協働プロジェクトを模索していくことで、より強
で盤石な多文化共生プロジェクトが創出されていくと言える。
　WWOOFを紐解くと、｢農業と交流｣ ｢日本人と外国人｣ ｢文化と習慣｣ ｢助け合い｣ というような言
葉がキーワードとなり、日本人と外国人がお互いに意味のある交流プロジェクトが出来上がった時、自
然な形で多文化共生が推進されるモデルケースとして、今後もWWOOFは要注目していく民間機関プ
ロジェクトの１つである。

第四章　『多文化共生の取り組みに関する今後の課題と具体策』
　ここでは、公的機関と民間機関のそれぞれの取り組みに関する課題について、また今後の多文化共生
施策で必要なこと、大切なことを、本研究で検証した結果としてまとめている。
　公的機関にも民間機関にもそれぞれに課題があり、団体の規模に応じても多文化共生についての課題
が違い、様々な観点から多文化共生施策について取り組んでいく必要があり、特に、公的機関と民間機
関が連携して多文化共生に取り組める具体的な方法や施策は多々あり、公的機関、民間機関どちらも連
携を求めている部分ということもわかり、積極的な交流の場や情報共有の場が必要であることが理解で
きる。
　多文化共生の課題を１つ１つ丁寧に解決していくためには、公的機関と民間機関の強固な連携、また
公的機関と民間機関のネットワークの構築、民間機関同士の情報共有が必要であり、こういった場を公
的機関がまずは積極的に作っていくことも重要なことと言え、多文化共生の一環として、WWOOFの
ような農業を軸にした活動を知ることで、多文化共生を目的としている公的機関や他の民間機関の施策
にも新たな影響や具体的施策が提案できるきっかけとなる。
　この発想は、農業だけでなく、団体として機能している所が、お互いが活動する目的を相互に理解し
合い、目的を逸脱せず、部分的な形で共有し、コラボレーションしていくことで、新たな多文化共生施
策として生まれる無限の可能性がある。これを形作っていくために情報共有が最初の基盤となる部分で、
公的機関、民間機関それぞれの活動や理念を共有できるようなネットワーク構築がポイントとなる部分
である。
　民間団体では、多文化共生という目的を掲げた活動でなくとも、活動そのものが多文化共生となって
いる民間団体は多々あるため、多文化共生を目的とした施策を行っているこういった団体を地域行政側
が発掘する努力を行い、支援していくような仕組み作りが重要となってくる。それとは逆に、民間団体
も行政が行っている多文化共生施策に関心を持ち、行政とコンタクトを取る、また情報を共有しながら、
相互に歩み寄っていく姿勢こそ、今後の地域や日本における多文化共生の施策が発展していく上で、最
も重要な部分と言える。
　本研究では、公的機関と民間機関それぞれの取り組みを実際の活動やモデルケースを検証しながら、
多文化共生の具体策を模索してきた。特に、地域の公的機関と民間機関が協働してできるプロジェクト
が今後の鍵となり、公的機関で行われる多文化共生施策、民間機関で行われる多文化共生施策はそれぞ
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れに大きな可能性があり、相互に強みを活かし合えるような関係構築が必要である。
　多文化共生施策を推進する上で、公的機関、民間機関それぞれの課題として見えてきた部分は、公的
機関では、｢行政が把握している情報が必ずしも最新では無く、外国人が感じている様々な想いをサポー
トしていく現場の情報共有や情報の更新が常に必要であること｣ ｢日本人と外国人のお互いの習慣や文
化を共有する場が不足している｣ ｢多文化共生活動を広める機会、地域の外国人住民に周知できる機会
が少ない｣ ｢地域として力を入れている多文化共生施策が実際に反映されるためには住民の施策理解や
意識向上が重要であり、１つの課題となっている｣ ｢民間機関との連携を積極的に行っていきたいと考
えているが、情報不足、コミュニケーション不足により、十分な連携が行われてきていない｣ というよ
うな課題がある。
　民間機関では、｢民間機関の代表者同士のネットワーク構築が弱体化しており、連携したくても情報
が不足しているため、協働できる環境が少ない｣ ｢多文化共生の活動と言える民間機関の活動の中でも、
人材不足や日本語を教えるボランティアなどでは、受講者の語学レベルなどに差があり、活動そのもの
の推進に悩んでいる｣ ｢民間機関の団体における規模の大小を問わず、行政との情報共有や連携不足を
感じている｣ ｢日本人と外国人の交流を促進するような目的を持った活動を行っている民間機関が多い
中、十分な周囲の環境サポートが行われておらず、活動を通じ、様々な困難に直面している民間団体が
多い｣ ｢多文化共生が自然な形で推進されているWWOOFのような規模の大きい世界的な活動ができて
いる民間機関もあれば、地域単位で見ると多くの課題を抱えている民間機関が多く、活動サポートを必
要としている民間団体が多い｣ というような多くの課題が見えてきた。
　これらを１つ１つ解決していくためには、公的機関と民間機関の強固な連携、また公的機関と民間機
関のネットワークの構築、民間機関同士の情報共有が必要であり、こういった場を公的機関がまずは積
極的に作っていくことも重要なことと言える。
　そして、多文化共生の一環として、WWOOFのような農業を軸にした活動を知ることで、多文化共
生を目的としている公的機関や他の民間機関の施策にも新たな影響や具体的施策が提案できるきっかけ
となる。
　この章の結論として、最終的な今後の多文化共生施策を行っていく上での提案では、日本における外
国人と日本人の土台作りとして、｢情報共有とネットワーク作り｣ ｢お互いの分化や習慣を共有できるよ
うな場｣ ｢日本人と外国人が交流できるような多文化共生イベント｣ など、これらの推進が今後の多文
化共生をより発展させていくポイントとなり、過去の歴史や様々な分野から多文化共生の具体的施策や
公的機関と民間機関、また民間機関同士が協働できる環境作りを整備し、より一層の多文化共生を推進
し、明るい未来を作っていく努力を行い、多文化共生という大きな方向性、共有目標を作っていくこと
が、今後の公的機関、民間機関でも、令和の新しい時代に求められている。
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